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 令和７年４月１日付け人事異動についてお知らせします。（詳細は別紙にてご確認ください。） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

令和７年４月１日付け人事異動について 

【問い合わせ先】                  
岡山市 人事課 宮本・藤本  直通086-803-1086 内線3420 

 



 
 
 
 

 

 職員一人ひとりが本市への愛着と使命感を持って岡山のまちを動かす力となるよう 、令和７年度当初予算の「よ

り誇れるまち岡山へ」向かう ための体制づくりと人員配置を行います。 

 

１  人事異動の基本方針       

 

 

スポーツ・文化芸術の振興（スポーツ文化局）     

スポーツ・文化芸術を通じた地域の魅力向上と、活力創出に向けた取り組みを推進するため、市民生活局の

スポーツ文化部門をスポーツ文化局として新たに設置します。 

区役所と本庁の連携体制・ＤＸの推進（各区役所・市民協働局） 

身近な行政サービスの提供と地域の課題解決、協働のまちづくりを、区役所と本庁がさらに連携し一体的に

推進するため、市民生活局を廃止し市民生活局の市民生活部を市民協働局に移管するとともに、各区役所で

の書かない窓口導入をさらに進めるための体制を整備します。 

ポジティブ・ヘルス・オカヤマ推進のための体制強化（保健福祉局） 

保健所との連携強化や、市民の健康の更なる増進を図る体制を整備するため、保健福祉局に健康衛生部を

設置し、健康衛生担当局長を配置します。 

母子保健と児童福祉の連携（岡山っ子育成局・保健福祉局） 

子育て家庭に対する相談支援を行う 現在の地域こども相談センターを改組し、産前産後ステーションととも

に、母子保健と児童福祉の連携と協働による一体的な組織として、こども家庭センターを６福祉事務所、保健セ

ンターに設置します。 

持続可能な公共交通ネットワークの構築（都市整備局） 

都市整備局に交通政策担当の理事を引き続き配置し、市民生活の基盤である公共交通ネットワークを着実

に推進していきます。  

各種国際会議と国内外に向けた岡山の魅力発信（産業観光局 他） 

岡山芸術交流 2 0 2 5 の開催や、グローバル RCE 会議、ユネスコ創造都市ネットワーク（文学分野）に関す

る国際会議の開催、大阪・関西万博での誘客促進のための体制を整備します。 

 

  

  女性管理職比率（課長級以上） １８．６％（Ｒ６.４）→ ２０．５％（Ｒ７.４見込み） 

  男性職員が育休を１週間以上取得する割合 ６７．０％(Ｒ５年度) → ９１.９％（Ｒ６年度） 

 

育児休業の取得が昇任に影響しない人事制度や、適材適所の配置により、女性管理職比率が上がります。

引き続き、働き方改革による職員のワーク・ライフ・バランスの実現や、性別を問わず職員が安心して働くことの

できる環境の整備に取り組みます。また、男性職員の育児休業が生じた所属に対し、育休代替正規職員の配置

を行います。（令和５年度から実施。令和７年度は１名増員し、４名を予定）  

※特定事業主行動計画での目標値は、女性管理職比率（課長級以上）２０％（令和８年４月１日までに）、男性職員の

育児休業等取得率（一週間以上、市長事務部局等、令和７年度までに）８５％です。 

令和７年４月１日付け人事異動について 

（１） 重要課題への対応 

（２） 女性職員の登用と、働き方改革による就業環境の整備 

令和７年３月２４日 

課名 総務局人事部人事課 

担当 課  長 宮本 典子 内線3420 

   課長補佐 藤本 慎吾 

※市長事務部局等 ※R7.1末時点 
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２  多様な人事交流等による人材の育成      

  

・ 国等への若手職員の派遣や相互交流等を積極的に行い、幅広い視野と多様な経験を持つ人材の育成を図り

ます。新年度は、総務省や国土交通省などへの派遣継続に加え、新たに国土交通省水管理・国土保全局、デジ

タル庁へ職員各 1 名を派遣します。 

・ 岡山県児童相談所と職員各１名の相互派遣を行い、児童虐待防止対策協力体制を継続します。 

・ 連携中枢都市圏の形成に向けた取り組みとして、圏域内市町の職員の育成等のため、引き続き玉野市と本市

の間で、職員各１名の相互派遣を継続します。 

 

３  人事配置の基本的な考え方      

 

（１）異動、配置 

・職員一人ひとりの能力と実績、適性を基本とし、公平公正、適材適所の配置による組織の最適化と活性化を図

ります。その際、職員の人材育成やキャリ ア形成に配慮した運用を図ります。 

・多面的な評価や意見及び職員本人の意向を考慮した人事異動を行い、職員の意欲や能力を一層高め、チーム

として力が発揮できる活力ある職場づくりに努めます。 

・育児休業の取得がキャリ ア形成（昇任等）に影響しない人事管理を行います。 

・突発的な業務にも対応できるよう 、年間を通してフレキシブルな人事異動を行います。 

 

（２）人事ローテーション 

・課長補佐級及び係長級の職員は３～５年を人事ローテーションの目安とします。 

・若手職員は、市民と直に接する部門と企画立案部門など複数の異なる部門を経験できるよう 早めのローテーシ

ョン（３～４年）による人事異動を行います。 

・特に、女性職員は、本市の将来を支える職員としてのキャリ ア形成を支援するため、出産・育児期の前に複数の

職場を経験できるよう 、男性職員より早めの人事異動を行います。 

・専門性を必要とする職や部門については、技術を習得する期間や後任者に十分な指導を行う 期間が必要であ

るため、長めのローテーションによる人事異動を行う ことがあります。 

 

（３）昇任 

・性別、職種にとらわれない、能力と実績主義に基づく登用を行います。 

  ・柔軟な発想と積極性を備えた有能果敢な職員の抜擢や次世代のリーダー養成に繋がる登用を行います。 

  ・昇任にあたっては、行動力、能力、識見、適格性、実績、統率力、マネジメント力などを総合的に考慮します。 

  

（４）ワークライフバランスの実現に配慮 

・男女を問わず子育てしやすい職場づくりのため、育児休業代替として採用してきた約１００人の正規職員を、原 

則として通年で育児休業中の職員がいる所属へ配置します。 

  ・子育て期や家族の介護などを必要とする職員や所属に配慮した配置を行います。 

  ・男性育休は、１週間以上の取得促進に加え、代替正規職員の柔軟な配置などにより、１か月以上の育児に伴う 休 

暇・休業等を取得しやすい環境づくりを目指します。 
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異動規模等（Ｒ７．４．１）

理事級 主事級

配置換 昇任 配置換 昇任 配置換 昇任 配置換 昇任 配置換 昇任 配置換 昇任 配置換 昇任 配置換 配置換 昇任 配置換 計

8 3 27 9 54 57 68 92 78 94 85 155 119 159 137 439 706 1,145

2 4 10 7 13 11 35 22 52 22 10 39 68 159 227

2 10 5 11 10 14 6 2 24 5 7 10 44 62 106

1 1 1 1 1 2 3 5

2 3 2 6 1 12 6 12 10 14 28 10 28 9 59 84 143

1 1 1 1 1 4 1 5

1 1 1 3 3

1 1 1 1 1 1 2 4 6

1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 9

1 1 3 1 4 2 3 7 4 2 5 23 28

13 4 36 12 77 77 102 127 121 149 125 268 156 212 198 630 1,047 1,677

注）小・中・高・義務教育学校の教職員を除く。

退職者数（Ｒ７．３．３１）

注）国・県等への復帰、派遣及び小・中・高・義務教育学校の教職員を除く。

採用者数（Ｒ７．４．１）

注）国・県等からの採用及び小・中・高・義務教育学校の教職員を除く。

　　 内容
部局

局長級 部長級 課長級 課長補佐級 係長級 副主査級 主任級 合計

市長事務部局

消防局

水道局

市場事業部
教育委員会事務局

選挙管理委員会事務局

人事委員会事務局

監査事務局
第一・第二農業委員会事務局

議会事務局

計

局長級 部長級 課長級 課長補佐級 係長級 副主査級 主任級 主事級 計

市長事務部局 5 17 29 14 12 37 14 48 176

消防局 2 2 2 5 11

水道局 2 7 5 3 17

市場事業部
教育委員会事務局 1 2 1 4 4 12 24
選挙管理委員会事務局 1 1 2
人事委員会事務局

監査事務局 1 1 2
第一・第二農業委員会事務局 1 1

議会事務局 1 1

計 10 24 39 24 18 57 14 48 234

事務 社会福祉 土木 建築 機械 電気 化学

幼稚園教諭

114 5 18 5 6 4

消防

2

精神保健福祉士 保育士 司書

学芸員 保健師 栄養士 歯科衛生 獣医師理学療法

1 41 4

1 8 2 1 1 21

環境整備員等

2 263

給食調理員

用務員 合計

26 10 9
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